
【参考資料】 過疎対策事業債の仕組みについて 

 

【そもそも起債とは？】 

 起債（地方債・市債）とは、主に市が道路や公共施設など将来にわたって長く利用する

ハードの整備を行うために必要な資金を国や金融機関など外部から調達するいわゆる借

入金のこと。 

〈起債の機能①〉 

ある年度に公共施設の整備が重なった場合は、他に必要な市民サービスの提供に支障を

きたしてしまうため、ある年度の過大な財政負担を軽減し、他の年度へ財政負担を平準

化させることで、計画的に財政運営を行うための機能を有している。 

〈起債の機能②〉 

 起債は、現在の納税者と将来の納税者との間の負担の公平を図るという機能も併せ持っ

ている。 

 

【過疎債を充当した場合のメリットについて】 

例)事業費１０，０００千円の「〇〇整備事業」を実施する場合 

①起債なしで実施するケース 

全て市の一般財源、かつ単年度(現在の納税者)で負担 

 

②過疎債以外の起債を充当するケース 

事業費１０，０００千円に加え利息も含めた返済を市の一般財源で行う 

※分かりやすくするため充当率を 100%とします。 

 

③過疎債を充当するケース 

過疎債の返済額の７０％（７００万円）を国から財政支援 市負担３０％（３００万円） 

 

 


